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お
も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の

利
用
証
を
交
付
し
て
い
ま
す

　
栃
木
県
で
は
、
障
が
い
者
や

高
齢
者
、
妊
産
婦
な
ど
の
歩
行

が
困
難
な
方
の
た
め
に
駐
車
優

先
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
「
お

も
い
や
り
駐
車
ス
ペ
ー
ス
つ
ぎ

つ
ぎ
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま

す
。
該
当
と
な
る
方
に
は
、
利

用
証
を
交
付
し
ま
す
。
障
が
い

の
あ
る
人
な
ど
の
た
め
、
駐
車

ス
ペ
ー
ス
の
適
正
利
用
に
ご
協

力
お
願
い
し
ま
す
。

対
象　
左
表
の
と
お
り

交
付
場
所　

障
が
い
福
祉
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
地

域
包
括
ケ
ア
推
進
課
（
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
方
の
み
）、
健

康
増
進
課
（
妊
産
婦
の
方
の
み
）

申
請
に
必
要
な
も
の　
次
の
う

ち
該
当
す
る
も
の
１
点

障
が
い
者
手
帳
／
介
護
保
険
証

／
母
子
手
帳
／
特
定
医
療
費

（
指
定
難
病
）
受
給
者
証
、
通

知
書
（
特
定
医
療
費
申
請
結

果
）、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医

療
費
受
給
者
証
、
一
般
特
定
疾

患
医
療
受
給
者
証
の
い
ず
れ
か 

／
医
師
の
診
断
書
・
意
見
書
等

（「
歩
行
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と

の
記
載
必
要
）　

問 

障
が
い
福
祉
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
０
３

住
ま
い
や
生
活
支
援
の
相
談

　
低
所
得
高
齢
者
等
が
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
住
ま
い
や
生
活
支
援
の

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象　
主
と
し
て
概
ね
60
歳
以

上
の
方
で
、
地
域
で
安
定
的
か

つ
継
続
的
に
生
活
を
営
む
た
め

に
支
援
が
必
要
な
方

相
談
内
容

・
空
家
情
報
の
提
供
、
入
居
相

談
、
契
約
手
続
き
等
の
支
援
等

・
生
活
支
援
相
談
、
介
護
保
険

の
活
用
方
法
等

問 

あ
っ
た
か
ネ
ッ
ト
と
ち
ぎ　
　
　
　
　

　
　
　
　
☎

（21）
８
４
４
５

　
　
　
　
　
／
FAX

（21）
８
４
８
７

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
☎

（21）
２
２
５
１

　
　
　
　
　
／
FAX

（21）
２
６
７
０

10
月
15
日（
月
）～
21
日（
日
）

は
違
反
建
築
防
止
週
間

　
建
築
基
準
法
等
を
守
っ
て
建

築
物
を
建
て
る
こ
と
や
適
正
に

維
持
管
理
す
る
こ
と
は
、生
命
、

健
康
及
び
財
産
を
守
り
、
良
い

住
環
境
を
生
み
出
し
ま
す
。

違
反
建
築
物
を
な
く
す
た
め
に

建
築
物
を
建
築
す
る
と
き
は
事

前
に
「
確
認
申
請
」
を
行
い
、

確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
な
け

れ
ば
着
工
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ン

テ
ナ
ハ
ウ
ス
（
ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ

ス
、
プ
レ
ハ
ブ
）、
車
庫
、
農

業
用
倉
庫
な
ど
の
新
築
や
増
改

築
も
、確
認
申
請
が
必
要
で
す
。

建
築
士
な
ど
専
門
的
な
知
識
を

も
っ
た
人
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。
期
間
中
の
平
日
は
、
問
合

先
に
て
建
築
全
般
に
つ
い
て
の

相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。

10
月
は
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
強

化
月
間

現
場
監
視
等
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
い
ま
す
。
無
届
け
で
解
体
さ

れ
て
い
る
現
場
へ
の
指
導
／
適

切
な
解
体
状
況
の
確
認
／
無
許

可
業
者
の
取
締
り
の
た
め
、
建

設
業
許
可
標
識
・
解
体
登
録
標

識
の
工
事
現
場
へ
の
提
示
確
認

を
し
ま
す
※
届
出
済
シ
ー
ル
の

現
場
標
識
へ
の
貼
り
付
け
状
況

も
併
せ
て
確
認
し
ま
す
。

問 
建
築
課　
☎

（21）
２
４
４
１

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
に

は
、
生
涯
に
１
回
の
登
録
と
、

毎
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射

が
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
飼
い
主
の
方
は
こ
の
機

会
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
登

録
済
み
の
方
に
は
通
知
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
当
日
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
な
お
、
犬
が
病
気
等

で
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
心
配

な
場
合
は
、
動
物
病
院
で
診
断

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

犬
が
死
亡
し
た
場
合
、
住
所
・

飼
い
主
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

問
合
わ
せ
窓
口
に
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

日
程
・
会
場　
下
表
の
と
お
り

料
金　
１
頭　
３
，
５
０
０
円　

（
お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
ま
す
）

※
新
規
登
録
の
犬
は
、
別
に
登

録
手
数
料
３
，
０
０
０
円
が
か

か
り
ま
す
。

マ
ナ
ー
を
守
っ
て

・
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
、
必

ず
リ
ー
ド
で
繋
い
で
連
れ
て
き

て
く
だ
さ
い
。
咬
傷
事
故
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一

度
に
複
数
の
犬
を
引
く
こ
と
も

事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。

・
犬
が
外
で
フ
ン
を
し
た
ら
、
必

ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
フ
ン

の
放
置
は
み
ん
な
の
迷
惑
で
す

問 

環
境
課　
☎

（21）
２
１
４
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日

　
浄
化
槽
は
、
快
適
な
生
活
環

境
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
水
環

境
を
守
る
た
め
、
台
所
や
風
呂

な
ど
の
生
活
雑
排
水
と
し
尿
を

い
っ
し
ょ
に
処
理
し
て
綺
麗
な

水
を
放
流
す
る
個
別
設
置
型
の

処
理
施
設
で
す
。
正
し
く
機
能

さ
せ
る
た
め
に
、
生
ゴ
ミ
や
油

脂
分
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

以
外
の
紙
は
流
さ
な
い
な
ど
適

正
に
使
用
す
る
ほ
か
、
浄
化
槽

法
に
よ
り
設
置
者
に
次
の
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
守
点
検　
浄
化
槽
の
本
体
や

機
械
の
点
検
・
修
理
、
消
毒
剤

の
補
充
な
ど
を
行
う
も
の
で
、

県
の
登
録
を
受
け
た
浄
化
槽
保

守
点
検
業
者
に
委
託
し
、
定
期

的
に
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

清
掃　
処
理
機
能
の
低
下
を
防

ぐ
た
め
、
汚
泥
を
抜
き
取
り
槽

内
を
掃
除
す
る
も
の
で
、
市
の

許
可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業

者
に
委
託
し
、
年
に
１
回
以
上

実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査
（
11
条
検
査
）　

正

常
に
機
能
し
て
い
る
か
確
認
す

る
た
め
、
定
期
的
な
保
守
点

検
の
ほ
か
に
、
処
理
水
の
水

質
検
査
を
県
の
指
定
検
査
機

関
「（
一
社
）
栃
木
県
浄
化
槽

協
会
（
☎
０
２
８
‐
６
３
３
‐

１
６
５
０
）」
で
毎
年
１
回
受

け
る
も
の
で
、
手
続
き
は
浄
化

槽
保
守
点
検
業
者
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処

理
浄
化
槽
へ

し
尿
の
み
を
処
理
す
る
「
単
独
処

理
浄
化
槽
」
で
は
、
生
活
雑
排
水

を
処
理
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
放
流
す

る
た
め
、
し
尿
と
生
活
雑
排
水
を

い
っ
し
ょ
に
処
理
す
る
「
合
併
処

理
浄
化
槽
」
と
比
べ
て
８
倍
も
汚

れ
た
水
が
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
下

水
道
や
農
業
集
落
排
水
の
予
定
が

な
い
地
域
で
は
、
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
補
助
金
が
あ
り
ま
す
の

で
、
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併

処
理
浄
化
槽
へ
の
切
り
替
え
を
お

願
い
し
ま
す
。
補
助
金
は
必
ず
工

事
前
に
申
請
し
て
交
付
決
定
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
書
類

の
作
成
や
準
備
に
専
門
的
知
識
が

必
要
な
た
め
、
工
事
業
者
、
保
守

点
検
業
者
等
に
ご
相
談
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。　

問 

下
水
道
建
設
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
２
１

栃
木
年
金
事
務
所
の
予
約
年

金
相
談

相
談
時
間　
月
曜
日
（
休
日
明

け
初
日
）
８
時
30
分
～
18
時
、

火
曜
日
か
ら
金
曜
日
８
時
30
分

～
16
時
、
第
２
土
曜
日
９
時
30

分
～
15
時

※
代
理
の
方
（
配
偶
者
や
ご
家

族
含
む
）
に
よ
る
ご
相
談
の
場

合
に
は
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

予
約
方
法　
相
談
希
望
日
１
か

月
前
か
ら
可
能
で
す
。（
予
約

受
付
の
際
に
、
基
礎
年
金
番

号
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
相
談

内
容
等
を
確
認
し
ま
す
）
電
話

受
付
は
、
平
日
８
時
30
分
～
17

時
（
12
月
29
日
～
平
成
31
年
１

月
３
日
を
除
く
）
※
予
約
状
況

に
よ
り
、
希
望
日
時
を
調
整
す

る
場
合
あ
り

問 

日
本
年
金
機
構　

予
約
受

付
専
用
電
話

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
４
８
９
０

栃
木
年
金
事
務
所

             　
☎ 

（22）
４
６
９
７

10
月
15
日
～
21
日
は
行
政
相

談
週
間
で
す

　
行
政
相
談
と
は
、
道
路
や
河

川
の
整
備
、
税
金
、
年
金
、
そ

の
他
国
や
県
、
市
役
所
等
で

行
っ
て
い
る
仕
事
に
対
す
る
苦

情
や
意
見
・
要
望
を
聴
き
、
そ

の
声
を
解
決
・
改
善
に
役
立
て

る
も
の
で
す
。

　
日
ご
ろ
、
皆
さ
ん
の
身
近
な

と
こ
ろ
で
、
行
政
と
の
パ
イ
プ

役
と
し
て
、
相
談
を
受
け
活
躍

し
て
い
る
方
が
、
行
政
相
談
委

員
で
す
。
市
役
所
な
ど
の
相
談

所
で
定
期
的
に
相
談
を
受
け
て

お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

日
時
・
場
所

10
月
21
日
（
日
）
９
時
30
分
～

15
時　

栃
木
市
総
合
体
育
館

（
と
ち
ぎ
協
働
ま
つ
り
会
場
内
）

申
込　
不
要

問
市
民
生
活
課
☎

(21)
２
１
２
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

思いやり駐車スペース利用対象者表
該当する障がい名 等級

身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
の
方

視覚 １級から４級
平衡機能 ３級、５級

肢体不自由

上肢機能 １級、２級
下肢機能 １級から６級
体幹機能 １級から３級、５級
上肢機能（脳原生運動機能）１級、２級
下肢機能（脳原生運動機能）１級から６級

内部

心臓機能 １級、３級、４級
じん臓機能 １級、３級、４級
呼吸器機能 １級、３級、４級
ぼうこう又は直腸機能 １級、３級、４級
小腸機能 １級、３級、４級
肝臓機能 １級から４級

免疫機能 １級から４級
療育手帳をお持ちの方 Ａ１、Ａ２
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 １級
高齢者等 要介護１～５

難病患者

特定医療費（指定難病）
受給者、小児慢性特定
疾病医療受給者、指定
難病の診断基準を満た
している方、一般特定
疾患医療受給者※

妊産婦 妊娠７ヶ月から産後１年

傷病人
医師の診断書等で「歩
行困難」が認められる
方で、１年の範囲内

※慢性関節リウマチ患者の方は、栃木健康福祉センター☎ (22)4121
　にお問合せください

犬の登録と狂犬病の予防注射　日程と会場
期　日 時　　間 会　　場

栃
木
地
域

10/12
（金）

9:00 ～ 9:20 栃木保健福祉センター
9:40 ～ 10:00 大宮公民館
10:20 ～ 10:40 国府公民館
11:20 ～ 11:40 吹上公民館
12:00 ～ 12:20 皆川公民館

10/13
（土）

9:00 ～ 9:20 栃木南中学校　校舎北側
9:40 ～ 10:00 栃木西中学校　正門
10:40 ～ 11:00 寺尾公民館
11:30 ～ 11:50 総合運動公園　緑の家

岩
舟
地
域

10/14
（日）

8:45 ～ 9:00 小野寺地区公民館
9:10 ～ 9:25 小野寺ふれあい館
9:35 ～ 9:50 下津原公民館

10:00 ～ 10:20 岩舟公民館
10:30 ～ 10:45 芝宮公民館
10:50 ～ 11:05 静和地区公民館
11:20 ～ 11:50 岩舟総合支所駐車場

都
賀
地
域

10/17
（水）

9:00 ～ 9:50 大柿十文字公民館

10:00 ～ 10:50
都賀町バス倉庫（旧都賀町シ
ルバー人材センター事業所）

11:00 ～ 11:50 升塚公民館

藤
岡
地
域

10/21
（日）

9:00 ～ 9:30 部屋出張所
9:45 ～ 10:15 赤麻地区公民館
10:40 ～ 11:10 三鴨地区公民館
11:30 ～ 12:10 藤岡総合支所西側駐車場

大
平
地
域

10/25
（木）

9:00 ～ 9:20 東地区公民館
9:35 ～ 9:55 ゆうゆうプラザ

10:10 ～ 10:30 南地区公民館
10:45 ～ 11:05 隣保館
11:20 ～ 11:40 西地区公民館
11:55 ～ 12:15 大平公民館

西
方
地
域

10/25
（木）

9:00 ～ 9:30 真名子夢ホール
9:50 ～ 10:20 西方総合支所  南側駐車場
10:40 ～ 11:10 西方総合文化体育館駐車場


